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ち
ょ
こ
っ
と
共
済

自
殺
対
策
強
化
月
間

休 日 臨 時 受 付 窓 口

日　　　　　　　時 会　　　場

３月１０日（日）
 午前９時～午後４時
 ＊午前１１時３０分～午後１時を除く

 役場住民課（本庁舎内）

東京都市町村交通災害共済（ちょこっと共済）
～休日臨時受付窓口を開設します～

＊加入申込書と会費をご持参のうえ、直接窓口へお越しください。

※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

３月は自殺対策強化月間です

　例年３月は、進学、就職や転勤など、生活環境が大きく変動することが多い時期ということもあり、

年間月別自殺者が多くなる傾向にあります。そのため国は自殺対策基本法で、３月を自殺対策強化月間

とし、自殺対策に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策を総合的に推進することとしています。

　町では、その取り組みの一環として、パンフレットを作成し、全戸配布をしています。

　また、昨年９月に募集を行いました、自殺予防に係る「心と命の標語」につきましても、自殺対策強

化月間に合わせて選考を行いましたので、以下のとおりお知らせします。

　応募作品（１４点）の中から、奥多摩町いのち支える自殺対策推進協議会委員（１０名）による選考

の結果、評価の高かった標語２点を発表します。ご応募いただいたみなさん、ありがとうございました。

「うちあけて話せば　気持ちも楽になる」・「その悩み、心の扉を開けてみませんか。」

心の健康対策事業講演会　「マインドフルネス」

　例年３月は、１年の中で１番自殺者が多く、精神面での負担が大きな時期になります。

　今回は「マインドフルネス」の体験型の講演会を行います。講師は、マインドフルネスストレス低減

法の開発者ジョン・カバット・ジン博士から直接マインドフルネスを学ばれた井ノ山正文先生を講師に

迎え行います。また、毎年この講演会講師でおなじみの秋川病院院長の植田宏樹先生も登壇されます。

　日頃のストレスから離れ、目の前のことに集中し、気持ちを整えてみませんか？

　詳しくは３月５日に全戸配布されるチラシをご覧ください。

〔日　時〕　３月２４日（日）　午前１０時～　（受付：午前９時３０分～）

〔定　員〕　３０名

〔会　場〕　文化会館 1階　多目的室

＊駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

＊床に寝転んでの体験になりますので、可能な方はヨガマットなどをお持ちください。

※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

　他の作品につきましても、今後全戸配布されるパンフレットに掲載していますので、ご覧ください。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

　
転
出
す
る
際
に
手
続
が
必
要

な
転
出
届
は
、
電
子
証
明
書
が

有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
、
国
内
へ
引
っ
越

し
を
す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
提
出
が
可
能
で
す
。

　
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

方
は
、
転
出
に
あ
た
り
役
場
へ

の
来
庁
が
原
則
不
要
と
な
り
ま

す
。

年
金
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
制
度
の
ご
案
内
と
申
請
に

つ
い
て

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で

あ
れ
ば
、
学
生
も
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般

的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教

育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学

院
）
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１

年
以
上
）
に
在
学
す
る
学
生
な

ど
で
、
ご
本
人
の
所
得
が
つ
ぎ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
・
申
請
の

　
　休

日
窓
口
を
予
約
制
に
て
開
設
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い

て
い
て
、
ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け

取
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
の
お
手
伝
い
も

行
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
予
約
制
の
た
め
、

ご
予
約
の
う
え
、
ご
本
人
が
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
休
日
窓
口

〔
日
時
〕
３
月
10
日
（
日
）

　
　
　
午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

〔
会
場
〕
役
場
住
民
課

〔
予
約
締
切
〕
３
月
６
日
（
水
）

♦
持
ち
物

〔
交
付
を
受
け
る
方
〕

　
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・

通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
15
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
成

年
被
後
見
人
に
同
行
す
る
法
定

代
理
人
も
同
様
に
必
要
）・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

〔
申
請
を
さ
れ
る
方
〕

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
住
民
課
　
☎
83
‐
２
１
８
２

令
和
６
年
度
固
定
資
産
税
の
課
税
明
細
書
は

５
月
に
納
税
通
知
書
と
一
緒
に
お
届
け
し
ま
す

　
町
で
は
、
納
税
者
が
課
税
内

容
を
分
か
り
や
す
く
見
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
、
毎
年
５
月
に

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
を
納

税
通
知
書
と
一
体
化
し
て
お
届

け
し
て
い
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
届

く
前
に
固
定
資
産
税
の
課
税
内

容
を
確
認
し
た
い
場
合
に
は
、

４
月
１
日
（
月
）
か
ら
役
場
住

民
課
で
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
が
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

の
計
算
式
で
計
算
し
た
金
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

【
所
得
の
目
安
】

１
２
８
万
円
＋
｛
扶
養
親
族
等

の
数
×
38
万
円
｝

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間

は
、
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

と
な
り
ま
す
。
令
和
５
年
度
に

保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
次
年
度
も
引
き
続
き

在
学
予
定
の
方
へ
、
３
月
末
に

基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
印
字
さ

れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付

特
例
申
請
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。

　
同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て

い
る
方
で
、
引
き
続
き
制
度
の

申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
ご

返
送
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
６
年
度
は
学
生

納
付
特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、

保
険
料
の
納
付
を
希
望
す
る
場

合
は
、
納
付
書
を
作
成
し
ま
す

の
で
、
青
梅
年
金
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
納
税
者
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
　

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て

転
出
届
の
提
出
を
し
た
後
は
、

別
途
、
転
入
先
市
区
町
村
の
窓

口
で
転
入
届
な
ど
の
手
続
が
必

要
で
す
。

＊
詳
細
は
、

デ
ジ
タ
ル
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
　

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
８
２
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納
税
者
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て

転
出
届
の
提
出
を
し
た
後
は
、

別
途
、
転
入
先
市
区
町
村
の
窓

口
で
転
入
届
な
ど
の
手
続
が
必

要
で
す
。

＊
詳
細
は
、

デ
ジ
タ
ル
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
　

　
　
　
　
　
☎
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転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら

　
転
出
す
る
際
に
手
続
が
必
要

な
転
出
届
は
、
電
子
証
明
書
が

有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
で
、
国
内
へ
引
っ
越

し
を
す
る
方
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
に

よ
る
提
出
が
可
能
で
す
。

　
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

方
は
、
転
出
に
あ
た
り
役
場
へ

の
来
庁
が
原
則
不
要
と
な
り
ま

す
。

年
金
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
制
度
の
ご
案
内
と
申
請
に

つ
い
て

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で

あ
れ
ば
、
学
生
も
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般

的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
は
、
学
校
教

育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学

院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
お

よ
び
各
種
学
校
（
修
業
年
限
１

年
以
上
）
に
在
学
す
る
学
生
な

ど
で
、
ご
本
人
の
所
得
が
つ
ぎ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
・
申
請
の

　
　休

日
窓
口
を
予
約
制
に
て
開
設
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い

て
い
て
、
ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け

取
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
ぜ
ひ

こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
申
請
の
お
手
伝
い
も

行
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
予
約
制
の
た
め
、

ご
予
約
の
う
え
、
ご
本
人
が
お

越
し
く
だ
さ
い
。

●
休
日
窓
口

〔
日
時
〕
３
月
10
日
（
日
）

　
　
　
午
前
９
時
～
11
時
30
分

　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

〔
会
場
〕
役
場
住
民
課

〔
予
約
締
切
〕
３
月
６
日
（
水
）

♦
持
ち
物

〔
交
付
を
受
け
る
方
〕

　
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・

通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
15
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
成

年
被
後
見
人
に
同
行
す
る
法
定

代
理
人
も
同
様
に
必
要
）・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

〔
申
請
を
さ
れ
る
方
〕

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
住
民
課
　
☎
83
‐
２
１
８
２

令
和
６
年
度
固
定
資
産
税
の
課
税
明
細
書
は

５
月
に
納
税
通
知
書
と
一
緒
に
お
届
け
し
ま
す

　
町
で
は
、
納
税
者
が
課
税
内

容
を
分
か
り
や
す
く
見
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
、
毎
年
５
月
に

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
を
納

税
通
知
書
と
一
体
化
し
て
お
届

け
し
て
い
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
が
お
手
元
に
届

く
前
に
固
定
資
産
税
の
課
税
内

容
を
確
認
し
た
い
場
合
に
は
、

４
月
１
日
（
月
）
か
ら
役
場
住

民
課
で
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
が
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

の
計
算
式
で
計
算
し
た
金
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

【
所
得
の
目
安
】

１
２
８
万
円
＋
｛
扶
養
親
族
等

の
数
×
38
万
円
｝

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間

は
、
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で

と
な
り
ま
す
。
令
和
５
年
度
に

保
険
料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
方
で
、
次
年
度
も
引
き
続
き

在
学
予
定
の
方
へ
、
３
月
末
に

基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
印
字
さ

れ
た
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納
付

特
例
申
請
書
が
送
ら
れ
て
き
ま

す
。

　
同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
て

い
る
方
で
、
引
き
続
き
制
度
の

申
請
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
ご

返
送
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
令
和
６
年
度
は
学
生

納
付
特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
、

保
険
料
の
納
付
を
希
望
す
る
場

合
は
、
納
付
書
を
作
成
し
ま
す

の
で
、
青
梅
年
金
事
務
所
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
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転
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の
提
出
を
し
た
後
は
、

別
途
、
転
入
先
市
区
町
村
の
窓

口
で
転
入
届
な
ど
の
手
続
が
必

要
で
す
。

＊
詳
細
は
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の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
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